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(57)【要約】
【課題】超音波ガイド下穿刺において、被検体内の針の
先端の位置を容易に視認することができる超音波診断装
置を提供すること。
【解決手段】穿刺針と共振する周波数を含む超音波を、
被検体に対し超音波プローブを介して送信する送信ユニ
ットと、前記共振に起因するガイド波を含む超音波を前
記被検体内から受信し、前記受信した超音波に基づいて
エコー信号を生成する受信ユニットと、前記エコー信号
からガイド波信号を抽出する信号処理ユニットと、前記
ガイド波信号に基づいて前記穿刺針に関する第１の画像
を生成する画像生成ユニットと、を具備することを特徴
とする超音波診断装置である。
【選択図】　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　穿刺針と共振する周波数を含む超音波を、被検体に対し超音波プローブを介して送信す
る送信ユニットと、
　前記共振に起因するガイド波を含む超音波を前記被検体内から受信し、前記受信した超
音波に基づいてエコー信号を生成する受信ユニットと、
　前記エコー信号からガイド波信号を抽出する信号処理ユニットと、
　前記ガイド波信号に基づいて前記穿刺針に関する第１の画像を生成する画像生成ユニッ
トと、
　を具備することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記受信ユニットは、前記穿刺針と共振する周波数を中心周波数として、前記受信を実
行することを特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記受信ユニットは、前記エコー信号からＤＣハーモニック信号成分を除去することで
、前記ガイド波信号を抽出することを特徴とする請求項１又は２記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記受信ユニットは、前記穿刺針と共振するための周波数を中心周波数とする第１の受
信を実行することで第１のエコー信号を生成すると共に、前記被検体の組織を映像化する
ための周波数を中心周波数とする第２の受信を実行することで第２のエコー信号を生成し
、
　前記信号処理ユニットは、前記第１のエコー信号と前記第２のエコー信号とを用いた差
分処理、相関処理、除算処理のいずれかによって前記ガイド波信号を抽出すること、
　を特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記受信ユニットは、前記第１の受信と前記第２の受信との間で、受信中心周波数、受
信周波数帯域のうちの少なくとも一方を変更することを特徴とする請求項４記載の超音波
診断装置。
【請求項６】
　前記送信ユニットは、前記穿刺針と共振するための周波数を中心周波数とする第１の送
信と、前記被検体の組織を映像化するための周波数を中心周波数とする第２の送信と、を
切り替えて実行し、
　前記受信ユニットは、前記第１の送信に起因する第１のエコー信号と、前記第２の送信
に起因する第２のエコー信号と、を生成し、
　前記信号処理ユニットは、前記第１のエコー信号と前記第２のエコー信号とを用いた差
分処理、相関処理、除算処理のいずれかによって前記ガイド波信号を抽出すること、
　を特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記送信ユニットは、前記第１の送信と前記第２の送信との間で、送信中心周波数、送
信周波数帯域、送信波形のうちの少なくともいずれかを変更することを特徴とする請求項
６記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記第１の画像と前記被検体の組織に関する第２の画像とを重畳表示する表示ユニット
をさらに具備することを特徴とする請求項１乃至７のうちいずれか一項記載の超音波診断
装置。
【請求項９】
　前記第１の画像と前記被検体の組織に関する第２の画像とを並列表示する表示ユニット
をさらに具備することを特徴とする請求項１乃至７のうちいずれか一項記載の超音波診断
装置。
【請求項１０】
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　前記第１の画像と前記被検体の組織に関する第２の画像とを切り替えて表示する表示ユ
ニットをさらに具備することを特徴とする請求項１乃至７のうちいずれか一項記載の超音
波診断装置。
【請求項１１】
　前記画像生成ユニットは、前記ガイド波信号を含む領域において、当該ガイド波信号と
前記穿刺針の先端からの散乱信号とを重畳された前記第１の画像を生成することを特徴と
する請求項１乃至１０のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項１２】
　前記穿刺針の先端の三次元座標を算出する算出ユニットをさらに具備し、
　前記画像生成ユニットは、前記算出された三次元画像に基づいて、前記第１の画像に対
する前記穿刺針の先端の位置を示す画像を生成すること、
　を特徴とする請求項１乃至１１記載の超音波診断装置。
【請求項１３】
　前記画像生成ユニットは、前記穿刺針の先端の位置を軌跡として示す画像を生成するこ
とを特徴とする請求項１１記載の超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、特に超音波ガイド下穿刺において、被検体内の針の先端の位置の
視認を容易にするための超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、プローブ直下の情報がリアルタイムに分かるため、組織の針生検査
やＲＦＡ治療のガイドでは特に重要な役割を担っており、頻繁に使用されている。しかし
、超音波画像中において針の先端は微小な点としてしか表示されないため、超音波画像中
、つまり被検体内における針の先端の位置を把握することが難しい。そのような場合には
、針を動かしたり回転したりすることで、その微小な点信号が変化したことをもって針先
の位置を視認しているのが実情である。つまり、針の操作、および超音波画像を見る目の
両方に熟練を要する。
【０００３】
　そこで近年、穿刺中の穿刺針の先端位置をユーザに示すために、穿刺針の先端や根元に
位置センサを取り付けることで穿刺針の先端位置を検出し、超音波画像中に先端位置を表
示する手段が提案されている。また、針の先端から超音波を放射させ、その信号を超音波
プローブで受信することで、針の先端位置を検出できる手法が提案されている。この手法
は、針の根元に振動子を装着し、針の先端に向かって超音波を伝達し、針の先端から超音
波パルスを放出させる仕組みである。もしくは、従来の超音波プローブから送信され、被
検体内を伝播して針の先端で受信した超音波パルスによる振動を、針の根元に装着した受
信器で受け取る仕組みである。（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平９－２７１４７２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、穿刺針の先端に位置センサを取り付ける方法では、針は使い捨てである
ため、コストが非常に高くなる問題点がある。また、穿刺針の根元に位置センサを取り付
ける方法では、針が直線上であるという前提において針の先端位置を算出して表示するた
め、被検体内において針が曲がった場合は正確な先端位置を表示することができないとい
う問題点がある。
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【０００６】
　なお、特許文献１に開示された、針の先端から超音波を放射させ、その信号を超音波プ
ローブで受信することで、針の先端位置を検出できる方法では、針を伝播する超音波を送
信するための送信回路、送信器が必要である。また、針を伝播して針先から放射された超
音波パルスを超音波プローブで受信して超音波画像上に表示する際に、針を伝播した超音
波の音速を用いて位置補正も行う必要がある。このため、例えば、送信器、送信回路のコ
ストがかかる、送信器を針に装着する手間が掛かる、高精度な位置補正が必要とされる、
など様々な問題がある。
【０００７】
　また、同特許文献１に開示された、従来の超音波プローブから送信され、被検体内を伝
播して針の先端で受信した超音波パルスによる振動を、針の根元に装着した受信器で受け
取る方法では、針を伝播する超音波を受信するための受信回路、受信器、位置補正回路が
必要である。このため、受信器、受信回路のコストがかかる、受信器を針に装着する手間
が掛かる、高精度な位置補正が必要とされる、など様々な問題がある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、超音波ガイド下穿刺において
、被検体内の針の先端の位置を容易に視認することができる超音波診断装置を提供するこ
とにある。
【０００９】
　一実施形態に係る超音波診断装置は、穿刺針と共振する周波数を含む超音波を、被検体
に対し超音波プローブを介して送信する送信ユニットと、前記共振に起因するガイド波を
含む超音波を前記被検体内から受信し、前記受信した超音波に基づいてエコー信号を生成
する受信ユニットと、前記エコー信号からガイド波信号を抽出する信号処理ユニットと、
前記ガイド波信号に基づいて前記穿刺針に関する第１の画像を生成する画像生成ユニット
と、を具備するものである。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置のブロック構成図を示している。
【図２】図２は、第１の実施形態に係るガイド波信号映像化機能に従う処理（ガイド波信
号映像化処理）の流れを示したフローチャートである。
【図３】図３（ａ）～（ｃ）は、本ガイド波信号映像化機能を説明するための超音波画像
を示している。
【図４】図４は、図３（ｃ）に示した複数の関心領域内の受信信号の周波数スペクトラム
である。
【図５】図５は、第２の実施形態に係るガイド波信号映像化処理の流れを示したフローチ
ャートである。
【図６】図６（ａ）はステップＳ４において生成されたガイド波抽出画像を、図６（ｂ）
はステップＳ５ｂにおいて生成された組織画像を、図６（ｃ）はステップＳ６の差分処理
によって生成されたガイド波表示用画像を、それぞれ示している。
【図７】図７は、各実施形態において適用可能なＤＣハーモニック成分の除去処理を説明
するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照しながら本実施形態に係わる超音波診断装置について説明する。
【００１２】
　図１は、本実施形態に係る超音波診断装置のブロック構成図を示している。
【００１３】
本超音波診断装置１１は、超音波プローブ１２、表示ユニット１３、入力ユニット１５、
送受信ユニット２１、Ｂモード処理ユニット２３、ドプラ処理ユニット２５、信号処理ユ
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ニット２７、制御プロセッサ（ＣＰＵ）２８、画像生成ユニット２９、画像メモリ３３、
画像合成ユニット３５、内部記憶ユニット３７を具備している。以下、個々の構成要素の
機能について説明する。
【００１４】
　超音波プローブ１２は、送受信ユニット２１からの駆動信号に基づき超音波を発生し、
被検体からの反射波を電気信号に変換する複数の圧電振動子、当該圧電振動子に設けられ
る整合層、当該圧電振動子から後方への超音波の伝播を防止するバッキング材等を有して
いる。当該超音波プローブ１２から被検体Ｐに超音波が送信されると、当該送信超音波は
、体内組織の音響インピーダンスの不連続面で次々と反射され、エコー信号として超音波
プローブ１２に受信される。このエコー信号の振幅は、反射することになった反射するこ
とになった不連続面における音響インピーダンスの差に依存する。また、送信された超音
波パルスが、移動している血流や心臓壁等の表面で反射された場合のエコーは、ドプラ効
果により移動体の超音波送信方向の速度成分を依存して、周波数偏移を受ける。
【００１５】
　なお、本超音波装置が具備する超音波プローブ１２は、超音波振動子が一次元に配列さ
れた一次元アレイプローブ、或いは超音波振動子が二次元マトリックス状に配列された二
次元アレイプローブのいずれであってもよい。
【００１６】
　入力装置１３は、装置本体１１に接続され、オペレータからの各種指示、条件、関心領
域（ＲＯＩ）の設定指示、種々の画質条件設定指示等を装置本体１１にとりこむための各
種スイッチ、ボタン、トラックボール、マウス、キーボード等を有している。例えば、操
作者が入力装置１３の終了ボタンやＦＲＥＥＺＥボタンを操作すると、超音波の送受信は
終了し、当該超音波診断装置は一時停止状態となる。
【００１７】
　表示ユニット１３は、画像合成ユニット３５からのビデオ信号に基づいて、生体内の形
態学的情報（Ｂモード画像）、血流情報（平均速度画像、分散画像、パワー画像等）、こ
れらの組み合わせを画像として表示する。
【００１８】
　送受信ユニット２１は、図示しないトリガ発生回路、遅延回路およびパルサ回路等を有
している。パルサ回路では、所定のレート周波数ｆｒ　Ｈｚ（周期；１／ｆｒ秒）で、送
信超音波を形成するためのレートパルスが繰り返し発生される。また、遅延回路では、チ
ャンネル毎に超音波をビーム状に集束し且つ送信指向性を決定するのに必要な遅延時間が
、各レートパルスに与えられる。トリガ発生回路は、このレートパルスに基づくタイミン
グで、プローブ１２に駆動パルスを印加する。
【００１９】
　なお、送受信ユニット２１は、制御プロセッサ２８の指示に従って所定のスキャンシー
ケンスを実行するために、送信周波数、送信波形、送信駆動電圧等を瞬時に変更可能な機
能を有している。特に、送信周波数、送信波形については、後述するガイド波信号の映像
化において、ガイド波信号の周波数に適宜切り替えられる。
【００２０】
　また、送受信ユニット２１は、図示していないアンプ回路、Ａ／Ｄ変換器、加算器等を
有している。アンプ回路では、プローブ１２を介して取り込まれたエコー信号をチャンネ
ル毎に増幅する。Ａ／Ｄ変換器では、増幅されたエコー信号に対し受信指向性を決定する
のに必要な遅延時間を与え、その後加算器において加算処理を行う。この加算により、エ
コー信号の受信指向性に応じた方向からの反射成分が強調され、受信指向性と送信指向性
とにより超音波送受信の総合的なビームが形成される。なお、送受信ユニット２１は、後
述するガイド波信号の映像化において、ガイド波信号の周波数に適宜切り替えられる。
【００２１】
　Ｂモード処理ユニット２３は、送受信ユニット２１からエコー信号を受け取り、対数増
幅、包絡線検波処理などを施し、信号強度が輝度の明るさで表現されるデータを生成する
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。このデータは、スキャンコンバータ２５に送信され、反射波の強度を輝度にて表したＢ
モード画像としてモニター１４に表示される。
【００２２】
　ドプラ処理ユニット２５は、送受信ユニット２１から受け取ったエコー信号から速度情
報を周波数解析し、ドプラ効果による血流や組織、造影剤エコー成分を抽出し、平均速度
、分散、パワー等の血流情報を多点について求める。
【００２３】
　信号処理ユニット２７は、後述するガイド波信号の映像化において、超音波送受信によ
って得られたエコー信号からのガイド波信号の抽出、ＤＣハーモニック信号の除去等の種
々の信号処理を実行する。
【００２４】
　画像生成ユニット２９は、信号処理ユニット２７からの信号に基づいて、ガイド波表示
用画像、組織画像等の超音波画像を生成する。また、画像生成ユニット２５は、後述する
ガイド波信号の映像化において、ガイド波表示用画像と組織画像とを用いた差分処理、平
滑化処理、エッジ強調、三次元画像再構成等の各種処理を実行する。なお、当該画像生成
ユニット２９に入る以前のデータは、「生データ」と呼ばれることがある。
【００２５】
　制御プロセッサ３１は、情報処理装置（計算機）としての機能を持ち、本超音波診断装
置本体の動作を制御する。制御プロセッサ２８は、内部記憶部２９からガイド波信号の映
像化機能を実現するための専用プログラム、所定の画像生成・表示等を実行するための制
御プログラムを読み出して自身が有するメモリ上に展開し、各種処理に関する演算・制御
等を実行する。
【００２６】
　画像メモリ（シネメモリ）３３は、例えばフリーズする直前の複数フレームに対応する
超音波画像を保存するメモリである。この画像メモリ３３に記憶されている画像を連続表
示（シネ表示）することで、超音波動画像を表示することも可能である。
【００２７】
　画像合成ユニット３５は、画像生成ユニット２９又から受け取った画像を種々のパラメ
ータの文字情報や目盛等と共に合成し、ビデオ信号として表示ユニット１３に出力する。
また、画像合成ユニット３５は、後述するガイド波信号の映像化において、位置センサに
よって算出されたガイド波信号の発生位置（三次元座標）に基づいて、ガイド波の軌跡（
穿刺針の先端位置の軌跡）を超音波画像上に重畳させて表示する。
【００２８】
　内部記憶ユニット３７は、所定のスキャンシーケンス、後述するガイド波信号の映像化
機能を実現するための専用プログラム、画像生成、表示処理を実行するための制御プログ
ラム、診断情報（患者ＩＤ、医師の所見等）、診断プロトコル、送受信条件その他のデー
タ群が保管されている。また、必要に応じて、画像メモリ２６中の画像の保管などにも使
用される。内部記憶ユニット３７中のデータは、図示していないインターフェースユニッ
トを経由して外部周辺装置へ転送することも可能となっている。
【００２９】
　（ガイド波信号映像化機能）
　次に、本超音波診断装置１が有するガイド波信号映像化機能について説明する。本機能
は、穿刺針を超音波撮像によってモニタリングする際に、超音波走査によって得られたエ
コー信号に含まれるガイド波信号を積極的に映像化することで、穿刺針の視認性を向上さ
せるものである。ここで、ガイド波とは、例えば配管の非破壊検査等に用いられている波
であり、特殊な伝播形態の超音波である。ガイド波は、共振振動によって発生し、配管や
穿刺針のような細長い物体であれば、その長手方向に伝播する。また、配管であれば欠損
部、穿刺針であれば針の先端など、音響インピーダンスの境界で反射する。配管検査であ
れば、この反射エコーを受信することによって、欠損の有無がわかり、ガイド波の音速か
ら距離を計算すれば欠損位置が分かる。
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【００３０】
　なお、ガイド波信号に示すように線状に描出される（例えば、図３（ｂ）等参照）。こ
の理由は、例えば文献”Imaging Artifacts of Medical Instruments in Ultrasound-Gui
ded　　　　Interventions” , J Ultrasound Med. 2007 Oct;26(10):1303-22.に詳しい
。端的には、ガイド波は、上記文献の図６に示された伝播経路を通る。このガイド波信号
を通常Ｂモード映像系でそのまま画像化すると、送信されてから上記の伝播経路を通って
受信されるまでの経過時間を距離に換算して画像化するため、針の下側に描出される。こ
れがビーム毎に起こるため、線状になって描出されることになる。
【００３１】
　図２は、第１の実施形態に係るガイド波信号映像化機能に従う処理（ガイド波信号映像
化処理）の流れを示したフローチャートである。同図に従って、本実施形態に係るガイド
波信号映像化処理について説明する。
【００３２】
　まず、操作パネル１５を介してガイド波信号映像化機能の選択、当該患者情報、撮像条
件が入力される（ステップＳ１）。このとき、通常のＢモード撮像とは異なり、ガイド波
周波数が受信中心周波数として設定される。この受信中心周波数の設定は、典型的には、
内部記憶ユニット３７に予め記憶されたテーブルに基づいて、使用される穿刺針の太さ、
穿刺角度、材質等に基づいて自動的に設定されるか、操作パネル１５からの入力操作に応
答して実行される。
【００３３】
　制御プロセッサ３１は、設定された受信中心周波数等を用いて、Ｂモードによる超音波
送受信を実行する（ステップＳ２）。これにより、ガイド波周波数を受信周波数として受
信された超音波に基づくエコー信号が取得される。信号処理ユニット２７は、取得された
エコー信号を用いて、ガイド波信号を抽出する処理（例えば、フィルタ処理）を実行する
（ステップＳ３）。画像生成ユニット２９は、抽出されたガイド波信号を用いて、ガイド
波表示用画像を生成する（ステップＳ４）。生成されたガイド波表示用画像は、単独で、
通常のＢモード画像と交互に或いは同時に（並列的に）、又は通常のＢモード画像と重畳
させて表示ユニット１３に表示される（ステップＳ５ａ）。
【００３４】
　以上述べたステップＳ１～Ｓ５の各処理は、リアルタイムで繰り返し実行される。これ
により、穿刺針の現在の位置は、動画としてリアルタイムで表示ユニット１３に表示され
ることになる。
【００３５】
　（実施例）
　図３（ａ）～（ｃ）は、本ガイド波信号映像化機能を説明するための超音波画像を示し
ている。図３（ａ）～（ｃ）の３つの超音波画像は、すべて同じ対象部位（鶏肉）の画像
であり、図３（ａ）は、通常のＢモードの受信設定で取得したエコー信号を用いて生成し
た超音波画像を、図３（ｂ）は、本ガイド波信号映像化機能を用いて取得したエコー信号
を用いて生成した超音波画像を、図３（ｃ）は、図３（ｂ）に示した画像に複数の関心領
域を置いた超音波画像を、それぞれ示している。各図において、穿刺針の先端位置は、矢
印で示してある。
【００３６】
　図３（ａ）に示す様に、診断に用いる（高周波の）通常のＢモードにおいては、穿刺針
の先端は、非常に小さな点として描出される。一方、ガイド波信号映像化機能を用いて取
得されたガイド波表示用画像は、図３（ｂ）、図３（ｃ）に示す様に、穿刺針の先端に対
応するガイド波信号は、線状に描出されている。
【００３７】
　図４は、図３（ｃ）に示した複数の関心領域内の受信信号の周波数スペクトラムである
。図４中のＡに対応する周波数スペクトラムは、図３（ｃ）のＡに対応する関心領域内の
受信信号の周波数スペクトラムであり、通常の映像化に用いる周波数よりもかなり低い周
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波数帯に大きな信号がある。これは、ガイド波信号に対応するものである。また、図４中
のＢに対応する周波数スペクトラムは、図３（ｃ）のＢに対応する関心領域内の受信信号
の周波数スペクトラムであり、針の先端からの反射信号を含むものとなっている。
【００３８】
　さらに、図３（ａ）と図３（ｂ）、図３（ｃ）を比較すると、針の先端からの信号のみ
によって穿刺針を映像化した図３（ａ）に比して、図３（ｂ）、図３（ｃ）では、より大
きな信号強度であるガイド波信号をも用いて穿刺針を映像化されているのがわかる。本実
施例における両者の信号強度の差は、図４に示した２つの周波数スペクトラムＡ，Ｂの最
大値の差から、１０ｄＢ以上と算出される。
【００３９】
　（変形例）
　ガイド波表示用画像と通常のＢモード画像とを重畳表示する場合、通常Ｂモード画像と
ガイド波表示用画像のカラーマップを独立に変更可能としてもよい。また、ガイド波表示
用画像と通常のＢモード画像との重畳画像と、通常のＢモード画像とを並列表示すること
も可能である。ガイド波表示用画像のゲイン、ダイナミックレンジ（ＤＲ）も通常Ｂモー
ド画像と独立に設定することができる。超音波診断装置の操作者は、操作パネル１５のボ
タンやつまみ等により、重畳表示のＯＮ／ＯＦＦ、並列表示のＯＮ／ＯＦＦ、カラーマッ
プの変更、ゲインやＤＲの変更等ができる。
【００４０】
　（効果）
　以上述べた構成によれば、通常のＢモードによる超音波モニタリングにおいて、受信中
心周波数をガイド波信号周波数に設定してエコー信号を取得し、当該エコー信号からガイ
ド波信号を抽出し、これを用いてガイド波表示用画像を生成することで、穿刺針の現在の
位置を、明瞭且つ容易に映像化することができる。その結果、穿刺作業の正確性、効率を
飛躍的に向上させることができる。
【００４１】
　また、本実施形態の構成によれば、穿刺針自体に送受信器を付けなくても、針の先端を
明瞭に映像化することができる。このため、送受信器を備えていない通常の穿刺針を用い
ることができ、費用削減に寄与することができる。また、ガイド波専用の送受信回路が不
要であるため、例えば従来の超音波診断装置のバージョンアップ等により、簡単に実現す
ることが可能である。さらには、ガイド波の音速を考慮した位置算出が不要であるため、
位置算出精度不足による位置ずれの不安も全くない。
【００４２】
　（第２の実施形態）
　受信設定（典型的には、受信中心周波数）の異なる２種類の画像間では、ガイド波信号
の強度に大きな差が生じるため、例えば異なる受信設定によって得られた超音波画像を差
分することで、ガイド波信号を抽出できる。本実施形態では、この点に着目し、ガイド波
信号検出用の受信設定により作成したガイド波抽出用画像と、ガイド波信号検出用の受信
設定以外の設定で作成した画像（典型的には、通常のＢモードで撮像された組織画像）と
の差分処理を行うことにより、ガイド波信号のみを抽出し、これを用いてガイド波表示用
画像を生成・表示する。
【００４３】
　図５は、第２の実施形態に係るガイド波信号映像化処理の流れを示したフローチャート
である。本実施形態に係るガイド波信号映像化処理につき、同図に従って、第１の実施形
態と異なる点のみ説明する。
【００４４】
　まず、図２に示したステップＳ１～ステップＳ３と同様の処理が実行され、エコー信号
からガイド波信号が抽出される（ステップＳ１～Ｓ３）。次に、画像生成ユニット２９は
、抽出されたガイド波信号を用いて、ガイド波抽出画像を生成する（ステップＳ４）、ま
た、画像生成ユニット２９は、ガイド波周波数とは異なる周波数を受信中心周波数として
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得られたエコー信号を用いて、組織画像を生成する（ステップＳ５）。
【００４５】
　画像生成ユニット２９は、生成されたガイド波抽出画像と組織画像とを用いて差分処理
を実行し、ガイド波信号による映像領域を抽出することで、ガイド波表示用画像を生成す
る（ステップＳ６）。生成されたガイド波表示用画像は、所定の形態にて、表示ユニット
１３に表示される。
【００４６】
　図６（ａ）はステップＳ４において生成されたガイド波抽出画像を、図６（ｂ）はステ
ップＳ５ｂにおいて生成された組織画像を、図６（ｃ）はステップＳ６の差分処理によっ
て生成されたガイド波表示用画像を、それぞれ示している。ガイド波表示用画像にはガイ
ド波信号が大きく残り、周囲の組織信号はかなり消されている。なお、ガイド波表示用画
像上の矩形は、ガイド波表示用画像において最大値を検出し、最大値の座標を中心にガイ
ド波信号を含む領域として算出され描画されたものである。このように、最大値検出等の
処理を行うことで、ガイド波信号を含む領域を限定することも可能である。
【００４７】
　（変形例１）
　上記説明では、受信中心周波数の異なる２種類の画像を用いて差分処理を実行し、ガイ
ド波表示用画像を生成した。しかしながら、二つの画像間でガイド波信号の強度に大きな
差を生じさせる手法は、受信中心周波数の制御のみに限定されない。例えば、送信設定（
例えば送信波形、送信中心周波数等）が異なる二種類の送信を行うようにしてもよい。さ
らに、送信設定、受信設定の両方を制御して、ガイド波信号の強度に差を発生させるよう
にしてもよい。送信設定を制御する場合には、通常Ｂモード用の送信と、ガイド波信号検
出用の送信を時分割シーケンス等で行うことが望ましい。
【００４８】
　（変形例２）
　ガイド波は、穿刺針と超音波との共振によって発生する。このため、針の太さや穿刺角
度、材質によって送受信条件を制御するようにしてもよい。係る制御は、穿刺針の特性と
送受信条件とを対応づけたテーブルを予め内部記憶ユニット３７に記憶しておき、例えば
ガイド波信号映像化機能の選択操作をトリガとして、自動的に実行するようにしてもよい
。また、受信した超音波信号の周波数解析などを行い、ガイド波信号が最も大きくなるよ
うに送受信設定を逐次変えるようにしてもよい。
【００４９】
　（変形例３）
　図５のステップＳ６に示したガイド波信号による映像領域の抽出処理は、差分処理に拘
泥されない。例えば、除算や相関等、２つの信号の違いを反映する処理であれば何でもよ
い。また、抽出処理を行うのは画像同士に限定されず、例えばＩＱ信号でもよい。
【００５０】
　（変形例４）
　ステップＳ７においてガイド波表示用画像を表示する手法は、第１の実施形態で示した
手法に拘泥されない。例えば、ガイド波信号を、時間方向に最大値保持（maxhold）する
ことで、ガイド波信号の軌跡を描出することができる。すなわち、穿刺針を刺し進める場
合、画像上のガイド波信号の位置が動く。このため、ガイド波信号を時間方向に最大値保
持することで、その軌跡を線状に描出することができ、針の先端の視認性を飛躍的に向上
させることができる。
【００５１】
　また、最大値保持に加え、現在時間から時間的に遠いほど弱く表示することもできる。
さらに、輝度値に時間の係数を掛けたり、透過度を制御するようにしてもよい。これによ
り、針の先端の動きに伴って描出される軌跡を、残像のように表示することができ、針の
先端及びその軌跡を、周囲の組織の視認性を極力保ったまま視認できる。なお、このよう
な軌跡表示は、操作者が操作パネル１５においてＯＮ／ＯＦＦできることが好ましい。
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【００５２】
　（効果）
　以上述べた構成によれば、第１の実施形態の効果に加えて、例えば高分解能のＢ画像で
腫瘍等のターゲットを視認しながら、ガイド波信号で針の先端位置や軌跡を容易に視認す
ることができる。その結果、穿刺作業の正確性、効率を飛躍的に向上させることができる
。
【００５３】
　（第３の実施形態）
　本実施形態は、第２の実施形態において算出したガイド波信号を含む領域内に、別の受
信設定で作成した画像を重畳表示することで、穿刺針の先端の視認性をより向上させるも
のである。
【００５４】
　例えば、針の先端からの散乱信号強度が大きい、送信波形の中心周波数付近の周波数帯
域の信号を受信するように、ステップＳ１において受信条件を設定する。これにより、ガ
イド波信号を含む領域内に、針の先端を示す信号が比較的大きな点として描出することが
できる。針の先端は先に行くほど細くなっており、超音波の波長に対して十分小さい場合
は散乱体とみなすことができ、針の先端で超音波が散乱して超音波診断装置で受信される
。波長が大きいほど、散乱体とみなせる領域が増えるため、散乱信号が大きくなる。この
特性を生かし、送信波形の周波数成分において、出来るだけ周波数が低く、かつ十分な強
度のある周波数帯域を受信条件として設定する。係る設定にて得られた超音波画像を、ガ
イド波信号を含む領域内に重畳表示することで、針の先端からの散乱信号をより明示的に
表示することができる。
【００５５】
　なお、上述した受信設定において得られるエコー信号は、穿刺針の散乱信号だけでなく
、組織からの反射・散乱信号も含まれる。このため、本実施形態の如く、ガイド波信号を
含む領域内といった具合に重畳領域を限定しないと、どの信号が針の先端からの信号なの
かを判別するのが困難になる場合がある。
【００５６】
　（第４の実施形態）
　本実施形態は、位置センサを利用して特定されたガイド波の三次元座標を用いて、穿刺
針の先端位置を常に超音波画像上に表示可能とするものである。
【００５７】
　すなわち、制御プロセッサ３１は、ステップＳ３において抽出されたガイド波信号の三
次元座標を、例えば超音波プローブ１２の三次元位置を算出する位置センサと、超音波走
査領域内のガイド波信号の三次元位置とに基づいて算出する。画像合成ユニット３５は、
算出された三次元座標に基づいて、断面としての超音波画像に対する穿刺針の先端位置を
マーカ等によって強調表示する。表示ユニット１３は、穿刺針の先端位置及び組織画像等
を、所定の形態にて表示する。また、既述の手法により、穿刺針の先端位置を軌跡として
表示するようにしてもよい。
【００５８】
　一般に、針の先端は非常に小さく、かつ超音波画像は断面像であるがゆえ、穿刺中に針
の先端を常に超音波断面上に表示し続けるのは困難である。このため、穿刺術の超音波モ
ニタリングにおいても、「針の先端を見失う」ことは非常によくあることである。しかし
ながら、断層としての超音波画像に加え、当該３次元空間上にガイド波の軌跡を表示する
ことで、断面と針の先端の位置関係を視認することができ、軌跡が表示されている位置の
断面を表示するようにプローブを動かすことができる。よって、穿刺中に針の先端が超音
波断面から外れた場合でも直ちに針の先端を含む断面を表示させることができる。その結
果、操作者の負担を軽減し、穿刺作業の正確性、効率を上げることが可能となる。
【００５９】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
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旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。具体的な変形例としては、例え
ば次のようなものがある。
【００６０】
　（１）本実施形態に係る各機能は、当該処理を実行するプログラムをワークステーショ
ン等のコンピュータにインストールし、これらをメモリ上で展開することによっても実現
することができる。このとき、コンピュータに当該手法を実行させることのできるプログ
ラムは、磁気ディスク（フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスクなど）、光デ
ィスク（ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤなど）、半導体メモリなどの記録媒体に格納して頒布する
ことも可能である。
【００６１】
　（２）例えば、ステップＳ３の信号処理において、図７に示す様にＤＣハーモニック成
分の除去を行う様にしてもよい。係る処理により、ガイド波信号のＳ／Ｎ比をより向上さ
せることが可能となる。
【００６２】
　また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々
の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削
除してもよい。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【００６３】
１１…超音波診断装置、１２…超音波プローブ、１３…表示ユニット、１５…入力ユニッ
ト、２１…送受信ユニット、２３…Ｂモード処理ユニット、２５…ドプラ処理ユニット、
２７…信号処理ユニット、２８…制御プロセッサ（ＣＰＵ、２９…画像生成ユニット、３
３…画像メモリ、３５…画像合成ユニット、３７…内部記憶ユニット
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单元基于接收到的超声波生成回波信号，信号处理单元从回波信号中提
取引导波信号，以及基于该引导波信号与穿刺针有关的第一图像。 一种
超声波诊断装置，包括：用于产生的图像产生单元。 [选择图]图2
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